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産業環境常任委員会及び予算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２６年３月１２日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（６名） 

委 員 長 若 松 東 征 君  副 委 員 長 磯 飛   清 君 

委 員 星   宏 子 君 委 員 齋 藤 寿 一 君 

委 員 人 見 菊 一 君 委 員 中 村 芳 隆 君 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生活環境部長 古  内     貢  君 環境管理課長 中  山  雅  彦  君 

環境管理課長 
補 佐 

小  泉  聖  一  君 環境企画係長 佐  原  勝  美  君 

環境衛生係長 飯  村  裕  之  君 環境対策課長 橋  本     悟  君 

環境対策課長 
補佐兼廃棄物 
対 策 室 長 

齋  藤  正  幸  君 公害対策係長 小  髙  裕  一  君 

廃棄物対策室 
一般廃棄物 
担当副主幹 

河  合     浩  君 
廃棄物対策室 
産業廃棄物 
担当副主幹 

久  保  裕  史  君 

那 須 塩 原 
クリーンセンター 

所 長 
月  井  幸  一  君 

那 須 塩 原 
クリーンセンター 
清 掃 係 長 

室  井     勉  君 

生 活 課 長 阿  美     豊  君 
生 活 課 長 
補 佐 兼 
生活安全係長 

菊  地  広  幸  君 

消費生活係長 北  井  京  子  君 
消 費 生 活 
センター所長 

君  田  ま ち 子  君 

農業委員会 
事 務 局 長 

平  井  英  樹  君 
農業委員会 
事務局長補佐 
兼農政係長 

津 久 井  真  樹  君 

農 地 係 長 三  輪     敦  君   

 

出席議会事務局職員 

書 記 小  磯  孝  洋  君   
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    予算審査特別委員会第三分科会 

    ・議案第 ９号 平成２６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・その他 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長挨拶 

   〔環境管理課〕 

    予算審査特別委員会第三分科会 

    ・議案第 ９号 平成２６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１６号 平成２６年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

    ・その他 

   〔環境対策課〕 

    予算審査特別委員会第三分科会 

    ・議案第 ９号 平成２６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・その他 

   〔生活課〕 

    ・議案第２４号 那須塩原市交通指導員設置条例の一部改正について 

    予算審査特別委員会第三分科会 

    ・議案第 ９号 平成２６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・その他 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○若松委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日、招集となりました産業環境常任委員会に

ご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、今定例会におきまして、当常任委員会に

付託されました案件は、条例案件１件、陳情案件

１件であります。 

  また、予算審査特別委員会に付託されました案

件のうち、当分科会の審査すべき予算案件３件は、

随時、第三分科会に切りかえて審査を行うことに

いたします。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審議とと

もに円滑なる進行へのご協力をお願い申し上げま

して、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○若松委員長 では、これより３．審査事項に入り

ます。 

  まずは、農業委員会事務局長よりご挨拶をお願

いいたします。 

○平井農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 ただいまから産業環境常任委員会を

予算審査特別委員会（第三分科会）に切りかえ、

農業委員会事務局の審査を行います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  なお、議案の説明は簡潔にお願いしたいと思い

ます。ご説明、よろしくお願いします。 

○平井農業委員会事務局長 （議案第９号について

説明。） 

○若松委員長 説明ありがとうございました。 

  質疑のある方は、よろしくお願いいたします。 

  何かありませんか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○若松委員長 ほかにないですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 私、１点だけわからないんですが。 

○磯飛副委員長 では、委員長にかわります。 

  若松委員長。 

○若松委員長 先ほどの局長の説明、23ページの農

業者年金業務委託手数料ということで、結構な金

額100万8,000円、これをちょっと説明していただ

ければと思いますけれども。 

○磯飛副委員長 局長。 

○平井農業委員会事務局長 これは農業者年金基金

法の第10条、それによって設立されております独

立行政法人農業者年金基金等の、年金のいわゆる

加入促進業務とか、その辺の業務委託契約をして

おります。その年金の加入勧誘促進説明会、ある

いは受給予定者説明会等の事業に係る費用を、年

金基金のほうから委託料として交付されるような

形になっております。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 農業委員の方で、農業年金に入って

おられる方というのは、かなりいるんですか、何

人ぐらいいる。 

○磯飛副委員長 平井局長。 

○平井農業委員会事務局長 ちょっとお待ちくださ

い。 

  24年度末で加入者数が151人ですね。受給権者

数が764人というような状況になっています。 
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○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 そうすると、今後この農業者年金と

いうのはふえてくるんですか、年をとっていって

ある程度になると、これも実際からいくと60歳、

65歳、何歳で、国民年金と同じような流れでいっ

ているんですか、よろしくお願いします。 

○磯飛副委員長 平井局長。 

○津久井事務局長補佐 通常65歳からですけれども、

短縮ということで60歳から受け取ることはできま

す。 

○若松委員長 了解しました。 

○磯飛副委員長 委員長とかわります。 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  ほかにないですね。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

したいと思います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算、原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かございます

か。 

○平井農業委員会事務局長 特にはございません。 

○若松委員長 委員から何かありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 では、以上で農業委員会事務局の審

査を終了いたします。ご苦労さまでした。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１０時１４分 

 

再開 午前１０時１８分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○若松委員長 生活環境部の審査に入ります。 

  まず、生活環境部長のご挨拶をお願いいたしま

す。 

○古内生活環境部長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

◎環境管理課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境管理課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  なお、議案の説明は簡潔にお願いしたいと思い

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 それでは、議案第９号 平成26年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○中山環境管理課長 （議案第９号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員か

ら質疑、意見等をお受けいたします。何かござい

ますか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 74ページの狂犬病予防事業なんですが、

今さらではあるんですが、我々昨年に議会報告会

を開いた際に、何会場かで、鳥野目河川公園の犬

のふん被害がひどいということで、この看板設置

の費用が今回も出ているんですが、これは何枚ぐ

らいで、今、私が言った該当の場所にも設置して

いるものなのでしょうか、計画しているものなの

でしょうか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 この看板は、まず支柱つきの

看板が30枚と、看板だけのものが30枚、そういっ

たものをつくる予定でして、苦情等があれば、そ

の場所に設置をする。こちらで設置する場合もあ

れば、その地元の方に設置してもらうということ

もありますが、そういったことで要望があれば設

置はできます。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。報告会などで、そうい

う意見が何カ所かありましたので、ちょっと頭に

入れておいていただきたいというふうに思いま

す。 

  あと、76ページの先ほどの家計簿をつけようと

いうことで、いい環境家計簿の実施なんですが、

先ほどのお話ですと目標にしているのは約5,000

世帯に書いていただくということで、配布するの

は全戸配布をするわけですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山環境管理課長 これは自治会を通しまして配

布をしていきたいなと思っておりますが、自治会

ですと加入率の問題がありますので、必ずしも全

戸には行かないかもしれないんですね。 

  それと特に学校関係で、ごらんいただくと、こ

の環境家計簿をつけようというところは、ちょっ

とイラストが入ったり、子どもでも読めるような

ものというふうに考えておりますので、学校関係

を通しては、全児童生徒に配るようなことで考え

ております。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 では、そのまま回収率的なものは

5,000世帯を目標にということでよろしいですね。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 そのとおりです。 

○齋藤委員 わかりました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 この環境家計簿は、今後継続してずっと

続けていて、市としても、やはり各家庭の、ＣＯ

２の排出量のデータをとりながら、随時これだけ

減ったよということを、またお知らせするような

形で考えているんですか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 委員さんのおっしゃるとおり

でして、これは継続しませんと、どれだけ減って

いるかがわからないんですね。特に毎月ですので、

月によって燃料を使う量も違いますし、例えばこ

の４月と、その次の年の４月を比べませんと、ど

ういう状況かはわかってこないと思うんですね。
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ですから、これからずっと継続をしてつけていた

だいて提出をしていただく。市では、それを取り

まとめて公表していくということで考えておりま

す。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 多分、これは各家庭でつけてもらって返

送するということで、各家庭のご家族のそういう

意識が高くないと、取り組みとしては大変になっ

てくるかなと思うんですけれども、これは自治会

とか学校でも配布はされるものなんですけれども、

例えば婦人会でそういうのを物すごく興味を持っ

ていらっしゃる団体とか、そういった方にも参加

をしていただいて、よく呼びかけをしていただい

たりとか、そういった何というんでしょうか、外

郭団体みたいな、そういった方のご協力というも

のもいただけるような形では考えたらどうでしょ

うか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 この取り組みにつきましては、

まず地球温暖化対策実行計画をつくる際に、環境

連絡会というものを設置しております。そこは計

画をつくるのと同時に、この計画を推進しましょ

うという組織になっておりまして、その中で民生

家庭部会というものをつくりまして、その中には、

輝きネットなすしおばらとか婦人会とか、それか

らエコライフネットワークとか、そういった実際

活動されている団体の代表者の方等が入っており

ますので、その方を通じて広めていきたいという

ふうに考えております。 

○若松委員長 了解ですか。 

○星委員 はい、ありがとうございます。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので質疑を終了したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 次に、議案第16号 平成26年度那須

塩原市墓地事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  執行部の説明を願います。 

  課長。 

○中山環境管理課長 （議案第16号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  委員からの質疑、意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 塩原さくら公園墓地の件なんですが、

先ほどの委託料で清掃管理、草刈り、特に除雪な
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んですが、今年も３月18日から彼岸の入りという、

これは来年度予算でありますけれども、前年度予

算からして、今回この除雪に関しては、37万

5,000円の中でどのぐらい見込んでいるんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山環境管理課長 除雪、これはシルバー人材の

ほうに委託をしておる話なんですが、これだと８

人で、面積とかそういうもので見ていないもので

すから、８人でということで考えております。見

積もりですと１万9,200円というような経費にな

っております。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。なぜお尋ねしたかとい

うと、これは来年度予算でありますけれども、今

回かなり雪が２月に集中したということで、先ほ

ど言ったようにお彼岸が、３月の今年度ですと18

日から始まるということで、なかなか進入路の除

雪体制がよくないと入れないという要望を受けて

いるものですから、その辺ちょっとお含みをいた

だきたいと思います。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 その点に関しましてなんです

が、私どもで管理をしているのは墓地の部分でし

て、多分、進入路、道路部分は塩原支所で管理し

ている部分ではないのかなと思うんですが。 

○齋藤委員 そこもそうなんですが、そこから先の

墓地というか、通路がありますよね。 

○中山環境管理課長 その墓地の中ですね、わかり

ました。十分気をつけたいと思います。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

○磯飛副委員長 では、委員長、交代します。 

  若松委員。 

○若松委員長 先ほどの赤田霊園の件で、桜の木を

伐採するという説明を聞いたんですけれども、ち

ょうど花見ができるころに、お墓に参る方も結構

多いと思うんで、その景観なんかはどうなんでし

ょうか、すばらしいと思うんですけれども。 

○磯飛副委員長 中山課長。 

○中山環境管理課長 おっしゃるとおり、確かにか

なり大きな桜の木になりまして、お墓で花見とい

うのもどうかとは思うんですが、それは花は咲き

ますのでその季節はいいんですが、その後は花が

散って、次に実がなって、それが落ちてきて、あ

と葉っぱも落ちてきてということで、桜の木に近

い方はやっぱり苦情、お墓が汚れちゃって困ると

いうことが１つと、それから既にもう根っこが幹

自体が40cmとか、それ以上もありますので、根っ

この部分ですと、もう２ｍ、３ｍに広がっていま

して、その植栽の部分は縁石があるんですが、も

う縁石が動いてしまっているということで、もう

墓地の区画のほうまでくっついちゃっているので、

行く行く放っておきますと墓地自体が崩れてしま

うこともありますので、どうしても切らざるを得

ないという状況にあります。 

○若松委員長 了解しました。 

○磯飛副委員長 委員長を交代します。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので質疑を終了したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。質疑を終

了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 



－170－ 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号 平成26年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かございませ

んか。 

  課長。 

○中山環境管理課長 （地球温暖化対策啓発用品に

ついて説明。） 

○磯飛副委員長 （紙の原料について。） 

○星委員 （ケナフの産地について。） 

○若松委員長 以上で環境管理の審査を終了いたし

ます。 

  ご苦労さまでした。 

○中山環境管理課長 ありがとうございました。 

○若松委員長 執行部入れかえのため11時10分まで

休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○若松委員長 それでは、休憩前に引き続き審議を

再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境対策課の審査を行

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 議案第９号 平成26年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○橋本環境対策課長 （議案第９号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、委員から

の質疑、意見等をお受けいたします。何かありま

すか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど79ページの環境基金活用事業で

新規事業でごみ減量化のＰＲ用の機械を購入して、

一般市民の皆さん方に、それを広めていくという

ことで計上されておりますけれども、これは何台

分計上されておりますか。 

○若松委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 国産メーカー品を６台ほど購

入する予定です。できるだけ種類の違うメーカー

品をそろえて、市で行うものですから、１社にす

ると１社の宣伝になっちゃいますので、なるべく

種類の違うものをそろえて、皆さんに貸し出しを

したいというふうに考えています。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 それで今６台ということで、当然、一、
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二台は、先ほど言ったようにイベント会場に行く

ために市のほうで確保していて、実際、貸し出し

するのは、多分５台か４台なのかなというふうに

推測するんですが、それを今、貸し出しするとい

うことで、一般に広めていくに当たり、ごみがそ

ういう部分に変わっていくのには数カ月かかると

思うんですが、これの貸し出し期間、あるいは周

知募集というか、それはイベントでやるでしょう

けれども、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○若松委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 おっしゃるとおり、実質は４

台から５台の回す形にはなってくると思うんです

けれども、大体１週間、２週間では結論出ません

ので、大体おおむね１カ月間ぐらい使用していた

だいて、それでいろんなアンケートもとりながら

やっていきたいというふうに考えています。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 その場合に、使用された方が非常にこ

れはいいという、啓発でいくんでしょうけれども、

その購入したいという場合には、その辺、機種は

今言った１社ではありませんので、その辺のご指

導もしてあげられるのかどうかお聞きします。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  橋本課長。 

○橋本環境対策課長 メーカーについては、うちの

ほうでどこがいい、あそこがいいという言い方は

多分できないので、いろいろありますので、それ

についてもご検討をいただいて、その上で決めて

くださいというようになると思います。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 はい、了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 執行計画書79ページの衛生費の中

の２項２目で、先ほどの説明で集団資源回収につ

いての交付金について、瓶の回収業者が辞退した

ということで説明がありました。この集団回収の

際、瓶も集めてもらうと。それをクリーンセンタ

ーに搬入する業務まで集団回収している団体が、

クリーンセンターまで運び込むという意味ですか。 

○若松委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 二通り方法はあると思うんで

すね。実際に運び込むのを集めた団体がやるとい

うものと、それから業者さんにお願いするという

やり方があると思うんですけれども、運び込む代

金を新たに増額するという形になりますので、多

分自分で運べば、その分また余計に集団回収した

ところに入ってくるという形になるものですから、

多分、運び込む方のほうが多くなるのかなとは思

うんですけれども、方法としては二通りになると

思います。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 その際、クリーンセンターに持ち

込まれた廃瓶というんですか、瓶はどのような処

分をするんですか。 

○若松委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 今まで一升瓶とビール瓶につ

いては、そのままリサイクルしていたんですけれ

ども、メーカーが受け取る、瓶として再生できる

ものというのは、ほとんど傷がないものなんです

ね。ですから、何かちょっとでも運ぶ際に傷が入

ったりすると、メーカー側としては、もう瓶とし

て見ていただけないと、その辺があって、今まで

集めていたところも、なかなか商売にならないと

いう形で困っています。 

  市で集めたものは、とりあえず全部集めて、ラ

インのほうに流してしまいますので、カレットと

いう形で１回破砕して細かくして、それを資源と

して出すというふうな形で考えています。 
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○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 もう一点、やはり79ページで、一

番下の新規の蛍光管白色トレイの拠点収集、これ

は今まで直営というか、職員がやっていたんです

が、今度は業者にお願いするということで、もう

これは入札等々は終わって、金額も決まったんで

すか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  橋本課長。 

○橋本環境対策課長 ４月から始まるものですから、

入札は既に終了しておると思います。 

〔「金額」と言う人あり〕 

○橋本環境対策課長 金額は50万5,440円、これは

消費税込みの値段です。 

○磯飛副委員長 これは月ですか。 

○橋本環境対策課長 大体月に２回ほど回っていた

という形になります。 

○磯飛副委員長 50万幾らと…… 

〔「年額でね」と言う人あり〕 

○橋本環境対策課長 １年間で50万。 

○磯飛副委員長 はい、わかりました。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

○若松委員長 ないようなので質疑を終了したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。質疑を終

了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうで、その他に何かござ

いませんか。 

○橋本環境対策課長 特にございません。 

○若松委員長 では、委員のほうから。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 （最終処分場の放射能測定につい

て。） 

○齋藤委員 （指定廃棄物最終処分場について。） 

○若松委員長 （保管施設内の放射能濃度につい

て。） 

○若松委員長 以上で環境対策課の審査を終了いた

します。 

  ご苦労さまでした。 

  執行部の入れかえのため暫時休憩といたします。 

  ご苦労さまでした。午後１時から再開いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○若松委員長 ただいまから生活課の審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 それでは、議案第24号 那須塩原市

交通指導員設置条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○阿美生活課長 （議案第24号について説明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  委員のほうからの質疑、意見等をお受けいたし

ます。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 教育指導員さん、２名いるという

ことなんですが、今の生活課に警察のユニフォー

ムみたいな制服を着ているような方を指していま

すか。 

○若松委員長 阿美課長、答弁を求めます。 

○阿美生活課長 そのとおりですね、今２名の方、

そのとおりです。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないですか。 

  ないようなので質疑を終了したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。質疑を終

了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結し

ます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号 那須塩原市交通指導員設置条例の

一部改正については原案のとおり可決すべきもの

とすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 ただいまから産業環境常任委員会を

予算審査特別委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  阿美課長。 

○阿美生活課長 （議案第９号について説明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  委員からの質疑、意見等をお受けします。 

  何かありますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 38ページの２款１項13目防犯対策
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費の中の新規事業ではないんですけれども、委託

料、防犯灯ＬＥＤ化事業1,390万3,000円の、今、

本年度もＬＥＤ化の旧防犯灯との取りかえ作業を

していると思うんですけれども、この来年度の

1,300万は何に充当するものでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  阿美課長。 

○阿美生活課長 1,300万については、今、委員お

っしゃったとおり、今回、防犯灯を設置して、こ

の後10年、市のほうでそれの維持管理をするとい

うことで、債務負担、全体合計で１億5,300万円

上げています。それが毎年分の負担ということで、

一応1,300万になっています。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 現在のＬＥＤ機器の取りかえの進

捗状況というのはわかっていますか。 

○若松委員長 阿美課長、答弁を求めます。 

○阿美生活課長 エスコ事業のほうでよろしいんで

すか。 

○磯飛副委員長 エスコでね。 

○阿美生活課長 エスコ事業と新規事業と別の事業

なんですけれども、その事業のほうはほとんど終

わっています。ただし、今、再確認をさせてもら

っているです。というのは、間違ってつけても困

るので、自治会長さんに確認してほしいというこ

とで確認をしています。それについて、再度私の

ほうで点検をしているところという状況です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今出ていました38ページの地域バス運

行事業で、先ほど冒頭、部長のほうから若干のご

説明をいただいて、今度、意見箱ではなくて、乗

車中でありますので危険性を伴うためにはがきを

設置しておいて、それを持ち帰って投函するとい

うような方式をとるというような説明だったんで

すが、こういうバスを利用する方は、当然、足の

確保でありますので、そのはがきを投函すること

も必要だと思うんですが、それがまた再度乗った

ときに、そこにその場で書くのがという理由では

がきにしたということなんですが、それをまた乗

った際に入れられるようなものがあれば、またい

いのではないかなというふうに思うんですが、そ

の点について。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  古内部長。 

○古内生活環境部長 投函するように基本的にはし

たんですけれども、乗るときに運転手のほうに渡

していただいて、それも当然うちのほうに持って

くるというふうになっています。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 ちょっとその辺がポストまで行くのが

大変だという、またついでにというのは。 

○古内生活環境部長 すみません、説明不足で。事

業者からうちのほうに届けてもらう手はずになっ

ています。 

○齋藤委員 わかりました。 

○若松委員長 了解ですか。 

○齋藤委員 はい、了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

○磯飛副委員長 では、委員長と交代しまして、若

松委員。 

○若松委員長 先ほどのゆーバスと予約ワゴンバス

の件で、停留所がふえたというんですが、何カ所

ぐらい、どの辺がふえたんだか、もしわかりまし

たら。 

○古内生活環境部長 今、実態調査の集計分析をや

っているとこなものですから、どこの場所を、ど

のルートのところに増設したらいいのか、それも

どこがいいのか、それは今後の中で検討というこ
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とで、今まだ決まっておりません。 

  ただ、この前皆さん方に、昨年お乗りになって

いただいて、人見委員さんからもお話がありまし

たように、近目に来たときに、例えば鴫内から来

て、そういう路線については、この中を通ってい

るのはまめにあるんですけれども、遠くから来た

場合にないんじゃないかということが確かにあり

ますので、その辺のところを重点的に、まずは直

さなくてはならないというふうには思っておりま

す。基本的にはどこの場所をどうするかというの

は、今後の中で、十分、実態調査が全部でき上が

った中で分析後に、それをどういう方法がいいの

か、どの場所がいいのか、それは今後の中で進め

たいと思っています。 

○若松委員長 了解です。 

○磯飛副委員長 委員長をかわります。 

○若松委員長 ありがとうございました。 

○中村委員 ちょっとお聞きしたいんですが、37ペ

ージ、38ページに係りまして、防犯カメラがかな

り今回、予算が計上されておりまして、こういっ

たものについては、防犯カメラというものの設置

条件としての例えば市民から要望があってつけて

くださいよと言われて、こういう設置をしていく

のか。それとも皆さん方のほうでしっかりと管理

をした中での防犯の増設を計画していっているの

か、またそういった市民から要望があれば、まだ

まだつけていかなければいけないのかといったこ

の３点を、ちょっと基本的な考えをお教えくださ

い。 

○若松委員長 部長。 

○古内生活環境部長 防犯カメラについては、いろ

いろ今、全国的にいろんな事件ある中で、やっぱ

りどちらかというと抑止効果がありますけれども、

事件があった後で犯人が捕まる意味も、どちらも

あると思うんですね。 

  昨年、市政懇談会の中でも、やはり設置してく

れという声がたくさんありまして、そのほかに、

やはり別口で自治会長のほうから、この場所をど

うしてほしいという話がありました。市としても

そういう要望のほかに、やっぱり危険な場所はど

こだということで、現地もぐるぐる回っておりま

す。ですから、基本的にこれだからとどっちの考

えも持って、市としても要望もどちらもくみして

設置する考えでおります。 

  今回の場所につきましては、特に黒磯駅と西那

須野駅の東西連絡橋、ここで特に西那須野につい

ては、昨年、壁を壊されたということもあって、

先ほど課長からお話があったように、ダミーが２

つあるんですね。ダミーでは、やっぱりちょっと

意味をなさないので、ダミーをやめて、今まであ

る本物の３基を更新して、その中に７基を新規で

入れて、10基であそこを全部網羅するというふう

にしたのが今度の西那須野です。黒磯も同じよう

に６基はありますけれども、プラス４基足して10

基であの辺を、東西連絡橋付近を全体的にわかる

ように網羅して、それを抑止効果プラス何かあっ

たときに十分わかるような形で、ですから、考え

方としては市としても現地をぐるぐる回っていま

すし、要望も当然受け入れるという考え方でおり

ます。 

  ただ、現時点として、まだ整理が終わっていな

いのは、実はこういった駅の場合には、警察署の

交番に頼んで、交番の警察官に見てもらうという

方法でやっていますが、例えば学生さん、生徒さ

んの通学路、そういったところへつけてくれとい

う声が実際にあるんですね。ただ、そういうのは

誰がチェックするのかという問題がありますので、

今後の中で、そういったものをどういうふうにす

るか十分検討したいと思います。 

  以上です。 
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○若松委員長 よろしいですか。 

○中村委員 了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないですか。 

  ないようなので質疑を終了したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。質疑を終

了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうで、その他に何かあり

ますか。 

○阿美生活課長 ありません。 

○若松委員長 ありませんか。 

  委員からのほうは。 

○磯飛副委員長 では、委員長をかわります。 

  若松委員。 

○若松委員長 （防犯カメラの監視状況、予約ワゴ

ンバス事業者の応対について。） 

○磯飛副委員長 では、委員長に進行をかわりま

す。 

○若松委員長 ありがとうございます。 

  以上で生活課の審査を終了いたします。 

  本日の審査事項は以上で終了となります。 

  その他に入る前に、ここで執行部退席のため、

暫時休憩といたします。 

  執行部の皆さん、本当にご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３１分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を開催いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 これよりその他に入ります。 

  では、委員の皆様から何かありましたら。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 では、なければ事務局のほうから何

かありましたら説明願います。 

（事務局説明） 

○若松委員長 それでは、その他を終了します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○若松委員長 以上をもちまして、今回の委員会を

終了いたします。 
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  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時３２分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○若松委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、産業環境常任委員会を開催

いたします。 

  本日は、産業観光部の審査を行います。 

  委員各位におかれましては慎重な審議とともに、

円滑なる進行へのご協力をお願い申し上げまして

挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○若松委員長 これより審査事項に入ります。 

  まず、斉藤産業観光部長のご挨拶をお願いいた

します。 

○斉藤産業観光部長 （挨拶） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

採決 

○若松委員長 ただいまから、産業環境常任委員会

を予算審査特別委員会（第三分科会）に切りかえ、

農務畜産課の審査を行います。 

  担当課の皆さん、本当にご苦労さまでございま

す。 

  なお、議案の説明は簡潔にお願いいたしたいと

思います。 

  それでは、議案第９号 平成26年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○川嶋農務畜産課長 （議案第９号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  人見委員。 

○人見委員 最後のほう説明してもらったやつから

質問するかな。６款１項５目八郎ヶ原牧場関係、

平成26年度から要するに入牧するという説明だっ

たんですが、牧草の伸び関係等は、24年だったの

かな、あの改良、要するに放射能関係の中で土壌

改良剤をぶっ込んで除染対策と改良を目的として

やったのは。結果的に牧草の生育状況というのは

ことしはどうなのかわからないですけれども、昨

年全然入牧しないまま伸び放題伸ばしたのかなと

いう感じがしたんですが、ここらの経過はどうな

っていたのか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 委員のおっしゃるとおり24年

度に牧場の除染という形で耕起反転をして土壌改

良剤をまいた中で播種までしてやってきた中で、

24年度の９月にはその事業が完了したんですけれ

ども、その後、やっぱり牧草の生育状況を見なが

ら、指定管理していただいている箒根酪農協同組

合ありますね。そちらと実際に現地等を見た中で、

その牧草の伸びぐあい関係、それをやはり５月の

早々では本当に無理な、それで根の張りもやはり

今までよりももとに戻るのが時間がかかるという

ことで、慌てて入牧させて踏み荒らされてしまう

と、次年度以降、またその牧草の草生回復の中で

ちょっと負担が大きいのかなということもあった

もんですから、実際に終わった後、５月の中下旬

に県のほうで、その牧草の放射性物質の検査、モ

ニタリング検査をやはり当然基準値より下がった

かどうかという中で検査をしています。その中で
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は50Ｂｑぐらいだったんだっけ。 

〔「45です」と言う人あり〕 

○川嶋農務畜産課長 その牧草の検査においては50

前後の数値だったもんですから、特にそういう面

では問題ないのかなということだったんですけれ

ども、先ほどの牧草の管理の中で１年間は養生期

間ということで見たほうがいいでしょうというこ

とで協議した結果、最終的にはそのほうが将来的

に経費がかからないだろうということになったも

んですから、25年度、本年度につきましては入牧

を中止にさせてもらったというような状況になっ

ています。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  人見委員。 

○人見委員 播種した牧草のまいたあれは、クロー

バー関係等も混播されんだとは思うんだけれども、

実質一年草じゃなくて多年草形で播種をしてある

わけか。 

○若松委員長 川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 当然、事業主体になっていま

す県の農業振興公社も、そういう面では明るい団

体のほうでやっていただいた中で、国の基準に沿

った中で今言ったように４種か５種の混播の中で

播種しているということであります。 

○若松委員長 人見委員。 

○人見委員 実質、放射能の除染という格好で補助

事業関係を利用したんだと思うんだけれども、想

像もつかないような予算が使われたと思うんだよ

な。結果的にことしから、要するに平成26年度か

ら入牧して、利用が結果的にいい方向に進むとい

うふうに望んでいると思うんだけれども、そこら

辺の今の状況の生育状況というのははっきり言っ

てわからないと思うんだけれども、昨年の生育状

況というのはどうだったのかな。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 順調に生育はされてきており

まして、一番心配だったのは播種の時期に大雨等

降られた中で流されてしまうと、それこそまた手

直しをしていかなくてはならないということで考

えていたんですけれども、幸いにも気候的にも何

とか穏やかだったために、順調に生育はしてきて

おります。 

  なおかつ、管理してもらっている指定管理者の

ほうで当然牧草管理という中で施肥をしてもらっ

たり、牧草の育成管理も、肥培管理もしていただ

いているものですから、今現在はもう休業前の検

査が通れば放牧できるような状況にあると認識は

しております。 

  ただ、一番問題なのは、もう２年入牧していな

いという中で、組合員さん、酪農家の方々はその

間、別な場所に放牧を委託したりという中で、そ

れらを今までどおり入牧してもらうよう確保して

いかなくてはならない中で、今後ＰＲしたり、そ

れぞれの酪農団体に働きかけて頭数を確保してい

きたいという考えでおり、そこら辺が一番課題な

のかなという感じが今はしております。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○人見委員 いいです。有効利用をぜひしてもらい

たいな。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかに。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 八郎ヶ原牧場の運営についてなん

ですけれども、人見委員がやっぱり心配して、最

後の質問、箒根酪農協同組合ですか、そこを利用

していた。その組合と話し合いがあって、あの再

整備後入植しますよということで話し合いがあっ

て、これだけ投資してきたのか。確約があって、

この事業、除染作業を展開してきたのか、その辺
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はどういう経緯なんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 私も当時、直接担当にまだな

っていなかったんですけれども、当然そこら辺は

整備計画の中で十分酪農団体、または農家等の協

議の中で、整備計画をまとめて、今後毎年こうい

う形で頭数をふやしていきますよという計画のも

とに、これだけの予算を投入した中で整備してき

たものと思っています。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 そういう中で放射能の問題が発生

したわけですよね。この２年間入牧なしで、当然

別な施設なり、入牧している酪農家さんたちは何

らかの対策をとってきたわけですよね。その後、

先ほどの人見委員の質問に対して答弁、これから

ＰＲしていくという説明があったんですけれども、

当然これだけ整備、今までの経緯の中で、放射能

問題対策もやって、当然その組合は戻ってくるも

んだと私は思っているんですけれども、そういう

放射能対策後の戻るという話し合いはしていない

んですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 実は、もう既に入牧に向けた

中で事前にそういう組合との話し合いとか、希望

関係もある程度とってきております。その中で、

先ほど申し上げたのは、入牧に預けると、預託す

るという頭数等が思ったより今の段階ではこれま

でよりも減ってきているという中で、さらに何と

かＰＲしながら、その当時、この事故が起きる前

の頭数は何とか確保していきたいなということで

今努力しているところです。ですから、もう事前

にある程度それぞれ希望はとっております。その

中でちょっと思わしくないので、さらに今後、安

全できちんとした放牧場で整備されているんで、

ぜひ利用してくださいという形で進めてきている

ということです。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 すみません、85ページの食育・地産地消

推進事業の新規の事業なんですけれども、消費者

と生産者の情報交換会、次のページのほうがいい

かな。おにぎり、バター体験用とかとあるんです

けれども、これは具体的にいつごろされるどうい

った事業でというか、イベントとかでやるやつな

のか、対象者は子どもたちなのか、大人なのか、

内容を詳しく教えてください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 この新規事業のほうのあれで

すね。消費者と生産者の関係でよろしいんですね。 

○星委員 そうですね。はい。 

○川嶋農務畜産課長 これにつきましては、やはり

当然大人向けの中での事業ということで、それぞ

れやはり生産者側と、それを消費する一般市民の

方との中で、一つの例えば料理講座、例えばの話、

まだ具体的には決まっていないんですけれども、

いろいろなイベント、そういう交流をするような

イベントを企画した中で、例えばの話ですけれど

も、地元の野菜を使った料理講習会みたいなのを

開いた中で、その先生のお礼として報償金で払っ

て、その生産者側と消費者側を募集しながらそう

いう料理講習会の中で理解してもらうとか、その

ほかに農業体験も含めた中で交流の場を今後いろ

いろちょっと各関係機関の方々と相談しながら、

よりいい中での消費者に理解してもらうためのそ

ういうイベントとか講座等を行っていきたいとい

うふうに思います。 
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○若松委員長 星委員。 

○星委員 例えば畜産フェアだったりとか、そうい

うときに何か大々的にパネルとかを出して、その

前で何かをやるとか、そういうふうな形ではなく

て、本当に料理講習会とかというのは各公民館で

もできるかなと思うんですけれども。そういう大

きなイベントの中でどんとやるよりも、もっと日

常的な、公民館単位での皆さんがもっとより親し

みやすいような身近に参加できるような形でやっ

ていくということで、いろいろ内容はこれから検

討ということだったんですけれども、これから周

知ということになるんですか。 

○若松委員長 川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 今までも、この予算書には出

ていないんですけれども、安全安心のＰＲも含め

た中で、これまでイベントの中で地元の農産物を

使った中で職員、または関係する団体一緒になっ

てものをつくって、安全安心、または地元のもの

の消費拡大という形でＰＲをしてきているわけな

んです。そのほか、先ほど言いましたように畜産

フェアの中でもそういう団体に出店してもらった

中でＰＲをしてもらっているという経過がありま

す。 

  それとは別に新たにそれぞれ公募した中で、ぜ

ひこういう催しものがあった中で参加していただ

いた中で、農業のよさとか、農産物の安全安心と

か、そういう中での企画をこれからすると。特に

効果が上がるような形の中で、それぞれ関係団体

の集まりがありますから、その中でいろいろ意見

を聞きながら実施要領等につきましては、作成し

ていきたいと。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  齋藤委員どうですか。ないですか。 

  中村委員。 

○中村委員 わざわざご指名でございますので、そ

れでは素朴な質問でございますが、78ページの堆

肥センターの放射能対策事業の中で56カ所、この

570万かけて指定廃棄物隔離一時保管施設の保管

管理ですね。これ１カ所10万ちょっとかかってい

ると思うんですが、どんな管理をしていくのにこ

の委託料を払うんですか。それが一つと。 

  あと一つは同じくカリ肥料をまく２億5,000万

ですね。これの米作といろいろやろうと思うんで

すが、ちょっと中身をもう一回教えてください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 一時保管管理施設56カ所につ

きましては、実際に工事として今年度実施してい

ますのが41カ所になります。これは牧草関係で、

まず一時隔離保管をしていなかったものについて、

今、市が行っているわけなんですけれども、それ

プラス国・県のほうで早急に保管をしなくてはな

らないということで、特に、わら、堆肥関係につ

いても市のほうで預かって、指定廃棄物という形

で国のほうに７月に申請していますけれども、そ

れも合わせて今回市が一括して管理していくとい

うことで、それぞれ56カ所になります。 

  その中で管理の内容につきましては、今、国と

の協議をしているわけなんですけれども、当然那

須町、大田原も同じような施設がありますので、

同じような基準の中で統一して県の振興公社が間

に入った中で管理基準をつくってやっていきまし

ょうという話になっておりまして、内容的には放

射能測定、それと当然、雑草等生えてきますので、

周りにやはり迷惑かけないような形の中で除草、

草刈り、そのほかその施設が破損していないかど

うか等について見回ってもらうというようなもの

になってくるかと思います。 

  ただ、１カ所10万程度なんですけれども、あく



－186－ 

までもこれまだ概算で、とりあえずこのぐらいは

必要だろうという形で上げておりまして、当然こ

れにつきましては今後環境省と協議する中で変わ

っていくということになります。 

  あと、カリ肥料の関係なんですけれども、昨年

度は水稲10ａ当たり18ｋｇ塩化カリを施用してい

たわけなんですけれども、かなり効果があるとい

う中で、今年度につきましては10ａ当たり14ｋｇ

という中で、平均的な基準ですね。特に、検査し

た中で数量が出なかったところについては、今言

った基準の中でお願いしているというようなこと

になります。 

  それで、特に何ベクレルか、その放射能が出た

ところはもっと重点の地域という形の中で、それ

は那須塩原にはないんですけれども、それについ

ては少し量の散布を手厚くするというような県の

指導のもとに、その基準でやらないとちょっと国

庫補助の対象にならないということなもんですか

ら、その基準の中でアンケート調査、それぞれと

った中で実施するということで、ただ圃場に10ａ

当たり10ｔの堆肥をまいている圃場については必

要ないですというようなこともありますので、現

実的に個々の農家のアンケート、そういう調査を

とった中で、それをもとに実施していくというよ

うな問題です。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 今説明聞いておおよそ理解はするんで

すが、その中で前回、那須塩原市で３カ所に集約

して稲わらとか、以前のやつの集積をしましたで

すよね、１億ぐらいかけて。それ以外のものをそ

ういう地域地域に分散されているものを一時保管

して、それをずっと管理をしていくという解釈の

中でこういう委託料を払っていくのか。それで、

委託は農業公社に委託するんですか。 

  それともう一つ、２億5,000万という大きなお

金でカリを昨年からやっているんですが、これは

ずっと安全宣言されている当地域においても、や

はり除染でこのカリ肥料はずっとやはり散布して

いかなければいけないという施策でやっていくの

かどうか、ちょっとその点を確認させてください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  川嶋課長。 

○川嶋農務畜産課長 指定廃棄物の管理につきまし

ては、昨年工事をやっていますのは41カ所、実際

に農家そのものが本当は実際に直接国に申請をし

て補助金をもらって、そういう対応をしていかな

くてはならないんですけれども、市が農家から委

託を受けてかわってまとめて工事を予算化して、

国からお金をもらって進めてきたということで、

実際に工区はまとめて発注した場合には、その年

度内に終わらないということだったもんですから、

３工区に分けた中で事業を進めてきたという中で、

それぞれの工区が41カ所、ある程度均等になるよ

うな分け方をしたわけです。ですから、１工区例

えば十何カ所の中でやって、それぞれの農家の敷

地に了解をもらった中で、その農家で出た廃棄物

については、その農家の敷地内に了解をもらった

中で一つ一つ工事をしているというような状況で

あります。それらについて、市は責任を持った中

で管理をしていかなくてはならないということに

なります。 

  ですから、これいつまで管理していかなくては

ならないかというのも、これは最終処分場の話に

かかわってくるかと思うんですけれども、そうい

う処分場が整備されればそちらのほうで引き受け

た中で保管してもらうというような形になるかと

思いますので、それまでの間は管理をしていかな

くてはならないというふうに私どもでは考えてお

ります。 

  あと、この委託先につきましては、まだこれか



－187－ 

らなものですから、当然原則的には入札の中で委

託というものを考えておりますけれども、ただシ

ルバー人材センターのほうでも対応できるという

ことになれば、それも視野に入れていますけれど

も、原則的には一括指名競争入札の中で今のとこ

ろ考えております。 

  カリ、これも国のほうで多分効果について試験

関係を常にやっておった中で、こういう量関係に

ついても今年度は基準的にこれぐらいの量を散布

した中で対応できるでしょうという中で出してき

ている基準であります。したがいまして、これか

らも今後もそういう調査結果等を見た中で対策が

打ち出されてくるというふうに考えています。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 上の管理の関係はわかりました。この

カリ肥料なんですが、国の制度に従ってやってい

るのは100％ご理解するところですが、私ども放

射能の関係の勉強の中でカリ肥料を散布すること

によって、米の味が落ちるんだという先生もちょ

っといたものですから、そういったものも安全宣

言された中で、まく手間もかかっていたあげくに、

風評被害みたなもので味が落ちるというようなこ

とがあっては、これはいけないのかなと思ったも

のですから、ちょっとそんなことを聞かせていた

だきました。 

○若松委員長 以上ですか、了解ですか。 

○中村委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認め、よって、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 それでは、執行部のほうからその他

何かありましたら。 

○川嶋農務畜産課長 （大雪被害、農業振興地域整

備計画について説明。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  今の説明について委員から何かありましたら。 

○磯飛副委員長 （農林業被害と対策について） 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、ちょっと時間が長

くなりましたが、以上で農務畜産課の審査を終了

いたしたいと思います。 

 お疲れさまでした。ありがとうございました。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩といたします。

35分から。 

 

休憩 午前１１時２５分 
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再開 午前１１時３５分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を再開したい

と思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○若松委員長 ただいまから農林整備課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  なお、議案の説明は、簡潔にお願いしたいと思

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 それでは議案第９号 平成26年度那

須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○邉見農林整備課長 （議案第９号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  これで皆様にお諮りしますけれども、昼になっ

ちゃったんで、質疑のほうは午後ということでよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○若松委員長 暫時休憩といたします。午後１時か

らよろしくお願いします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

  説明が終わりましたので、各委員からの質疑、

意見等をお受けいたします。 

  人見委員。 

○人見委員 新規の林道整備事業、林道の木の俣線

改良。 

○若松委員長 何ページですか。 

○人見委員 94ページ、最後のところ、これは場所

と内容というようなことを。 

○若松委員長 課長。 

○邉見農林整備課長 まず場所からご説明申し上げ

ますと、板室地内でございまして、板室の分署か

ら斜めに木の俣のほうへ上がってくる道路でござ

いまして、木の俣の県営発電所があるかと思う

んですが、そこへ向かっていく道路でございま

す。 

○人見委員 そのセンターがある。 

○邉見農林整備課長 ある手前を左に上がっていく。 

○人見委員 整備されていない場所をやるのね。 

○邉見農林整備課長 部分的に整備をされていると

ころなんですけれども、一部崩落したところがあ

るということで、そこを復旧並びに改良を実施す

るという内容でございます。 

○人見委員 要するに、手前のほうが整備されてい

ないところを整備するという形。 

○邉見農林整備課長 ほぼ整備が終わっておりまし

て、木の俣発電所に向かう途中が壊れているとい

う状況でございますので、そこを復旧並びに改良

をかけながら、通行可能なようにしたいという内

容でございます。 

○人見委員 何十ｍ。 

○邉見農林整備課長 整備延長といたしましては、

長さ60ｍを予定しております。 

○人見委員 これは工事期間というのは。 
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○若松委員長 答弁求めます。 

○邉見農林整備課長 工事期間は実際には３カ月、

４カ月ぐらいはかかるかなと思っております。し

かしながら、板室地内ということで、積雪が考え

られますので、なるべく早く発注したいと思って

おりますが、いずれにしても測量とか設計がまだ

できていませんので、これらまたもしくは民地も

かかるものですから、その辺調整しながら進めた

いと思っておりますので、年内に終わるかどうか、

今のところわからないという状況でございます。 

○若松委員長 人見委員。 

○人見委員 この物件の移転補償というのは、電線

か何かあるの。 

○若松委員長 答弁求めます。 

○邉見農林整備課長 実際に電柱の移転のための補

償金ということで見込んでございます。 

  以上です。 

○若松委員長 人見委員、了解ですか。 

○人見委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 88ページ、１項６目農地費の農地

対策費の中の負担金、多面的機能支払交付金事業

4,230万6,000円、これ説明で私の解釈としては、

以前、従来の農地・水環境保全対策事業の名前が

変わったということでよろしいんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 従来の農地・水、おっしゃる

とおりでございまして、新たに農業の改革という

ことで示されておりまして、その中で日本型直接

支払制度というのが創設されました。その中で多

面的機能支払交付金事業ということで、３つほど

の事業があり、その中の一つ事業ということで、

従来までやっておりました農地・水がその制度に

移行、もしくは若干拡充されて、実施されるとい

う内容でございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 現在何団体ぐらい加入しています

か。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 25年度現在で共同活動といっ

て農地の草刈りとかそういった保全にかかわって

いる団体は、現在38団体でございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 従来の農地・水環境と内容的に中

身として変わった部分もあるんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 従来の農地・水に対しまして

は、今まで共同活動と言っているものとあと長寿

命化と言っている資源向上というようなものが主

な内容でございました。新たに変わるものといた

しましては、共同活動の部分が二通りに分かれま

して、まず農地費支払いというものと、それから

資源向上という二通りに分かれました。内容だけ

ご説明しますと、農地・水の共同活動については、

農業者、それから地域の住民、非農業者ですね、

含めて環境保全しなさいということでございまし

たけれども、今度の新しい制度といたしましては、

農業者だけでも大丈夫ですという内容に変わって

ございます。 

  それからあと、資源向上と言っているものにつ

きましては２つございまして、今までの長寿命化

にかかわるものと、それから共同活動にかかわる

もの、これはほぼ同じような内容かなと思ってい

ます。 

○磯飛副委員長 了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 
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  中村委員。 

○中村委員 ちょっとお聞きしたいと思います。 

  93ページなんですが、松くい虫防除事業の501

事業で、これ毎年計上されていると思いますが、

これによります伐倒駆除、それに薬剤樹脂注入で

すね。こういったものは那須塩原市全域の松に対

する対策のためにこれやっておられるのかが１つ

と。 

  あと、年間どのぐらい松くい虫によっての被害

が出ているのかというのをお聞かせいただくのと。 

  その下の601事業の鳥獣保護管理事業の中で、

新規でこれ捕獲鳥獣焼却処分というんですが、ど

んな種類でどのようにして焼却するのかというの

をお聞かせいただきたいのと、鳥獣の熊用のそり

ですね。これ冬だけに熊を運搬するためのそりに

するのか、どんなそりなのかをちょっと珍しいん

で、今なかなかそり遊びをする人もいないもので

すから、その３点をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 まず、松くい虫の対象地区の

ご質問にお答えいたします。 

  この対象地区といたしましては、具体的にいい

ますと烏ケ森公園ですとか、あとは黒磯公園等で

すとか、あとは学校にある松、それから例えば市

役所の入り口の松などでございまして、いわゆる

公共的なものを対象にしてございます。具体的に

は施設としては17カ所、それからプラス市内の小

中学校ということでございます。 

  それから、被害状況につきましては、毎年伐倒

駆除ということで、被害に遭った木を処分という

ことをしております。この数字はちょっと手元に

ございませんので、ご理解願います。 

  それから、２つ目の鳥獣害保護に関する焼却処

分のお尋ねでございます。内容といたしましては、

通常委託をしたものについては、捕獲した場所あ

たりとかで埋却処分をお願いしたいということで

委託しております。しかしながら、埋却する場所

がなかったりということで、ちょっと焼却処分せ

ざるを得ないというような状況が発生しておりま

して、対象といたしましては鳥関係が見込みとし

ては700羽、それから鹿とかイノシシの大型獣と

いうんですか、見込みですと約90頭ほどの見込み

でございます。 

○中村委員 どのような方法で焼却するんですか。 

○邉見農林整備課長 焼却につきましては、小さい

鳥とかはクリーンセンターに持ち込みを予定して

おります。それから、大型につきましてはクリー

ンセンターで焼却できませんので、民間の施設に

焼却をお願いしたいと。処分をお願いしたいとい

う内容でございます。 

  それから、新規で考えています鳥獣運搬用のそ

りでございますけれども、これは山林等で捕獲す

るのが通常でございまして、そこから運び出すの

に冬とか夏とかに限らずということで、運び出す

のに力を使わなくても、若干少なくなるというよ

うなことかなと思って計上してございまして、普

通のゲレンデで滑るようなそりをイメージしてい

ただくとよろしいかと思いますが、それよりもも

うちょっと丈夫なものと言ったらいいんでしょう

か、そういうようなもので計画をしたいというこ

とで考えております。 

○中村委員 了解しました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 同じく93ページの元気な森づくり

事業、301事業の委託料、通学路のための里山林

整備、野生獣害軽減里山林整備、整備後の里山林

管理、これらについてどこの地区でどのような事
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業をやっているか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 まず、通学路のための里山林

整備でございますけれども、全体で８haを見込ん

でございます。地区といたしましては、百村地区、

それから洞島地区、それから寺子地区、３地区で

ございます。 

  次に、通学路のための里山林整備につきまして

は、エリアが指定されまして、道路から50ｍの範

囲での整備ということで決めがございます。 

  それから、野生鳥獣軽減のための里山林整備で

ございます。これは同じく８haでございまして、

鴫内地区、それから細竹地区、金沢地区、３カ所

を見込んでございます。 

  それから、整備後の里山林管理といたしまして

は、これは里山林を整備した後、４年間管理をし

なさいということで決めがございますので、それ

に係る下刈りとかを継続して実施する見込みにな

ります。対象といたしましては、今まで整備した

地区72.17haを見込んでございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 通学路のほうの整備なんですが、

これは道路から50ｍで通学路をつくるという解釈

でよろしいんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 通学路的な道路、一般通行す

る車両の道路ですね。それに子どもさんたちが通

学するのに利用されるであろう場所について獣が

住みかとするようなやぶをきれいにして、見通し

をよくしたり、それからもしくは住みかをなくし

たりというような内容でございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 その次の野生獣害の軽減というの

はどんな整備を。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見農林整備課長 具体的には、整備内容はほと

んど同じでございます。下刈り、それから不要な

木の伐採とかで、有害となる鳥獣の住みかをなく

すという手法のための整備ということでございま

す。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○磯飛副委員長 いいです。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛副委員長 委員長にかわりまして、若松委員。 

○若松委員長 今出ました93ページの鳥獣捕獲につ

いて601事業の中の有害捕獲の件で1,243万4,000

円のかなの予算が出ていますけれども、これを細

かくいうと何にどのぐらい予算づけをするのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

  それと、先ほど答弁がありましたけれども、中

村委員からの質疑で民間に焼却を頼むと言うんで

すけれども、その民間がどこにあるのだか、それ

がもしわかりましたらお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 それでは、ご質問にお答えい

たします。 

  まず、有害鳥獣の捕獲でございます。これにつ

きましてはそれぞれちょっとお話させてもらって

よろしいでしょうか。 

  鳥類に関しましての予算づけでございますけれ

ども191万7,500円、それから猿、鹿、イノシシに

関しましては333万3,340円、それから熊に関して

は189万円を見込んでございます。 

  それから、大型獣の焼却処分でございますけれ
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ども、高林地区でございまして、折戸へ向かいま

してクリーンセンターが右手にありますね。それ

を逆に反対側、左へおりられていかれますと、途

中左手に民間の焼却というか、施設がございます。

そこに運び込むということです。 

  以上です。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 その焼却なんですけれども、そうす

るとこれは有害駆除隊が大物を捕獲して、それに

困ったというときは、これは市を通じて、市が窓

口になって行くんだか、個人で行っていいんだか、

その辺はどうなんでしょうか。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 処分については、捕獲を猟友

会に委託しておりますので、委託された方に直接

搬入していただきたいということで、処分費とい

うか、手数料につきましては後で市のほうからそ

の対象者に払い込むというふうなことで考えてご

ざいます。 

  以上です。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 そうすると、持ち込んで書類上だけ

で処分してもらえるという理解でいいんですか。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 そのようなことで大丈夫かと

思います。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 先ほどカモ、カラスの駆除と、それ

から熊と猿、イノシシ、鹿とあるんですけれども、

これに対しての補助金の受け皿というのはどこに

出しているんですか。猟友会があると思うんです

けれども、猟友会のどこの窓口になってどのぐら

いのお金が出ているんだか。市のほうではどこへ

支払っているんだか。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 実際に猟友会に対する委託料

のお支払いとすれば、それぞれの支部と契約をし

てございますので、支部に支払っているというこ

とでございます。 

  以上です。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 それが支部というんじゃなくて、多

分班単位になっていると思うんですよね。黒磯班

があって、塩原班とか、西那須班とか、そこから

支部が出ているような組織かなと思うんですけれ

ども、この点が何か曖昧な点が多いんですよ。こ

れだけの金額が出て、駆除隊員には本当にわずか

しか来ないという状態が起きているものですから、

その流れがどうなっているのかな。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 すみません。訂正いたします。 

  契約は支部としているそうでございます。それ

で契約の相手方に契約金額を最終的にお支払いし

ているということでございます。したがって、そ

の支払った後は、私のほうでは承知しないという

内容になっています。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 申しわけないんですけれども、大事

なことなんですけれども。なぜかというと、有害

駆除隊が年々高齢化もするし、なかなか厳しくな

ってきてやめる方が本当に多いんですよ。その中

で一番の問題は、補助金がかなり遅いんですよね、

来るのが。それも私会議では言ったんですけれど

も、例えば散弾の弾を買うのに、我々   で行

って市役所から補助金もらったら払えますよとい

うのは絶対聞かないですから、そういうものも今

後どういうふうに考えているか。それと補助金が

いつごろ支払われるんだかというのと、実際から

いうと支部に払うと言うんだけれども、組織がど

うなっているかは、市役所のほうの流れと我々猟
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友会の流れがちょっと違うみたいな感じなんです

けれども、どうなんでしょうか。 

○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 支払いにつきましては、委託

期間がございます。それで、仮に４月１日から３

月31日までだとすれば、委託期間が完了してから

の支払いしかできないということで今進んでおり

ます。その中で前払いというか、部分払いといい

ますかというなのは、これからご要望があれば考

えさせていただきたいと思いますけれども、要す

るにいわゆる成功報酬的なものもございますので、

そこについてはやはり最終的な実績払いしかない

のかなと思っております。 

  それから、もう一点目の支払先の流れなんです

けれども、ちょっと私のほうでちょっと理解を存

じ上げないというか、わかりません。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 ぜひその辺を検討してもらいたいと

いうのがペーパー上の報告じゃなくて、一時農林

課のほうに要請して、見守り隊をつくってもらっ

たことがあるんです、有害駆除隊の。うちのほう

を言っては申しわけないけれども、うちのほうは

駅前交番と鍋掛派出所ですか、交番ですかの方に

必ず出てもらって、挨拶をもらってから行動して

いるんですよ。そうすると人数が何人出ているか

わかるわけですね。その辺徹底してもらわないと

なかなか難しいのかなというのは、真面目にやる

人がだんだんいなくなっていっちゃうんですよ。

その結果が出ていて先ほど説明があったように、

猿も例えばイノシシもまち中に出てくる状態です

から、そういうものももう少し精査してもらって、

一番のお願いは、担当課が招集をかけて、各支部

の役員を集めて役所で会議をしてもらいたいんで

すよ。そこでいろいろな意見が出るのが一番なの

かなと思うんですよ。なかなか昔の方式で来てい

るものだから、そういう不満がかなり猟友会には

出ているのかな。 

  もう一点言うと、警察のほうに行きますと、那

須塩原市全体に有害駆除隊という判こを押してい

るんだと、許可を出しているんだよと言うけれど

も、ばらばらなんですよね。応援ができない状態

なんです。その辺も精査しながら支払いもきちっ

とやっていってもらいたいなと私は思うんですけ

れども、ぜひそういうときがあったらそれを言っ

てくれないかと猟友会のほうから言われたもので

すから、今までの流れを少し変えながらいかない

と、大変な結果になっていくんじゃないかなと思

うんですけれども。現に、うちのほうも寺子地区

でイノシシと鹿が出ています。猿も出ているんで

すよ、実際農家に行って現地調査してくると。そ

れはどんどん起きていますから、それが中央に来

た場合は、我々手出しができなくなっちゃうんだ

よね。銃の所持ができなくなりますから、道路か

ら何ｍとか、民家から何ｍといったら全然所持が

できないから、早目にきちっとやったほうがいい

んじゃないかなと思ったものですから、要望じゃ

申しわけない、そんな形なんで。 

○磯飛副委員長 今のを整理すると、まず役所の担

当する部門と警察が、あるいは支部がとか、今ご

ちゃごちゃにまざっているんで、担当部局として

担当するのはどこかという範囲しかできないと思

うんですよね。そういう中で今、若松委員からそ

ういう状態になっていると。それをまとめてくれ

という要望なんですね。役所が中心になってまと

めてくれという意味での要望。 

○若松委員長 そうそう。前にも要望出したんです

けれども、去年多分選挙中に集まった気がするん

だよね。選挙中にやられた。私は参加できなかっ

たんですよ。その中で精査していくと、いい案が

出てくるんじゃないかなと思うんですよ。 
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○磯飛副委員長 邉見課長。 

○邉見農林整備課長 通知を申し上げたかどうか、

ちょっと私のほうは把握してございませんけれど

も、３月26日に猟友会の方を役所に来ていただい

て、打ち合わせを実施したいということで今進ん

でおります。その中でいろいろな要望があれば、

その中で対応できるもの対応できないものが当然

あるかと思いますので、ちょっとご相談したいと

思っております。 

○若松委員長 ぜひお願いします。ありがとうござ

いました。 

○磯飛副委員長 委員長を交代します。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

したいと思いますが、討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、討論を終結

します。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることで

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他に入ります。 

  その他、執行部のほうから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 以上で農林整備課の審査を終了いた

します。 

  ご苦労さまでした。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○若松委員長 ただいまから商工観光課の審査を行

います。 

  担当課の皆さんご苦労さまです。 

  なお、議案の説明は簡潔にお願いしたいと思い

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○若松委員長 それでは議案第９号 平成26年度那

須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 
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  課長。 

○佐藤商工観光課長 それでは、説明に入ります前

に一言。 

○若松委員長 座ったままで結構ですよ。 

○佐藤商工観光課長 １点だけなんですけれども、

今回の常任委員会の第３分科会の説明職員という

ことで、私のほうで観光係の係長、板橋が名簿に

載っておりますけれども、現在、目の治療という

ことで加療中でございまして、申しわけございま

せんが、本日の常任委員会並びに分科会は欠席と

いうことでご理解をいただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  （議案第９号について説明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたところで、ちょ

っと休憩に入りたいと思いますが、よろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○若松委員長 ２時10分から再開したいと思います。

よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  説明が終わりましたので、各委員からの質疑、

意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  はい、星委員。 

○星委員 111ページのまちづくり事業費の新規の

黒磯駅周辺地区中心市街地活性化推進事業で、黒

磯駅前及び周辺地域活性化懇談会委員（有識者）

謝礼の225万円なんですけれども、これは山本議

員が質問されていましたが、すみません、もう一

度教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

  はい、どうぞ。 

○佐藤商工観光課長 それでは、111ページのちょ

うど真ん中あたりの新規事業、黒磯駅周辺地区中

心市街地活性化推進事業の報償金225万円、この

内訳ということでご説明を申し上げます。 

  この懇談会の委員さんにつきましては、12名で

構成してございますが、そのうち４名の方が部外

の有識者ということでございます。この４名の方

を懇談会にご出席をいただいているということで、

その分の出席謝礼ということになりますけれども、

会議としましては、合計５回を予定してございま

す。ということで、この225名を割り込みますと、

１回当たり45万円という数字になります。この４

名分ということで、45万円の、１日１回当たりの

費用ということでございます。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 ありがとうございます。 

  １回当たり45万円で、有識者の方にこれはお支

払いする謝礼になりますよね。そうすると、大体

４人だと11万ぐらいという形でよろしいですか。

この間の説明の中では、人によっては差があると

いうようなご説明だったかと思うんですけども。 

○若松委員長 佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 この懇談会の有識者、一人一

人ごとの金額につきましては、本会議での部長答

弁のとおり、それぞれ経験されている内容、それ

から学識、それから地位等にそれぞればらつきと

いいますか、差がございますので、確実にこの金

額の方でということでございませんので、それに

つきましては、大変申しわけございませんが、４

名の方合わせまして45万円の範囲内でというふう

な形になってございます。 

○若松委員長 星委員。 
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○星委員 ８名の地域の方なんですけれども、この

地域の方は、商工会関係とか、いろいろそういっ

たお話だったかと思うんですけども、今後地域の

中でも、やはり女性の方はいらっしゃるんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 今回、地域から選出させてい

ただきました８名の方につきましては、残念なが

ら名簿上は女性の方はいらっしゃらないんですけ

ども、組織の中には女性の方という、いらっしゃ

る中で、人選をお願いしたらば、会長職である男

性の方がなってきたとか、そういう経緯もござい

ます。 

○星委員 一応活性化というか、市街地のやはり女

性目線というのも大切かなと思いまして、はい。

それでちょっと聞いたんですけれども。すみませ

ん。ありがとうございます。 

○若松委員長 よろしいですか、質疑。 

○星委員 そうですね。また気がついたら。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  はい、磯飛委員。 

○磯飛副委員長 98ページの観光振興推進費、101

事業について、新規でインバウンドから体験型観

光情報収集事業と各事業がある中で、1,905万

2,000円ほど計上されているんですが、各事業の

予算というものの内訳をお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 それでは、委託料の1,905万

2,000円の内訳ということで、事業をもとにご説

明申し上げます。 

  インバウンド拠点につきましては、４月１日か

ら３月31日までの上海事務所に要します宣伝費用、

事務所運営費用ということで、247万4,000円でご

ざいます。 

  それから、ＪＲ東日本タイアップ事業につきま

しては、年間通してということで、923万4,000円。 

  次の雑誌広告、特集記事掲載ということですけ

ども、女性誌等の掲載を考えておりますが、これ

につきましては、年２回の露出広告ということで、

告知ということで考えております。１回当たり

300万円ということで、２回分の600万円に1.08を

掛けまして648万円が雑誌広告、それから体験型

観光情報収集事業ということで、これにつきまし

ては80万円のところに1.08を掛けまして86万

4,000円の予算額という内容になります。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 この中で、体験型の情報収集とい

うことなんですが、この内容というのは、どんな

内容になるんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 これにつきましては、那須塩

原市を売り込むという部分で、より那須塩原の体

験できる部分、着地型の観光としてＰＲできる部

分を商品化するために委託いたしまして、その商

品化をもとにしまして、それをいろいろな形での

プレゼント、何かの折にそれをプレゼントとして、

旅行チケットみたいな形で使えるものに仕上げて

いくということでの一つの宣伝効果をねらった委

託ということでございます。これにつきましては、

新たな取り組みということになりますが、少しで

も着地型で那須塩原市内に勧誘していただけるよ

うな一つの手段として考えられるものではないか

ということで、予算計上したところです。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 ちょっと抽象的な質問になるんで

すけども、きょうは木下政策審議監もご出席いた

だいているんですが、審議監が着任する以前に比

べると、こういった事業が新たに出てきたような
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感覚を私は持っておりますが、こういった中で、

抽象的なんですが、こういった事業展開するに当

たって、本市に訪れる観光客の増客というんです

か。ふえている部分があると思うんですが、抽象

的で結構なんですが、どのぐらい、どのように効

果が出ているか。抽象的で結構ですので、所感を

お伺いしたいんですけども。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  木下審議監。 

○木下政策審議監 この大きな数を持っている那須

塩原市に４月からひとり来て、観光客がふえるな

んてということはないと思っているんですね。そ

んなことがあるぐらいであれば、日本じゅうの観

光地というのは活性化しているだろうと。それぐ

らい手ごわいものだということをまず冒頭でご理

解をいただくことと、かといって、今までのよう

に行政主体、あるいは協会主体の消化型の予算で

やっていては、じり貧になるだけだろうと。やっ

ぱりそこに攻めの姿勢と、それから長期的な戦略

性をどう持てるかということが、今後非常に大き

なポイントになってくると思います。そういう意

味でいうと、きちっとした戦略を立てて、効果的

な資金投入を図れるかどうかがポイントになると

いうことで、初年度としてはその第一歩が辛うじ

て踏み出せたかなと思われる程度のことだろうと

思っています。 

  今年度の予算に関しても、私としては、スピー

ドアップをしていかなきゃいけないという前提で、

かなりいろいろなお願いをさせていただいたんで

はありますけれども、やっぱりいろいろな、役所

が持ついろんなしがらみや、何と申しましょうか、

壁がございまして、残念ながらほとんどが役所の

皆さんのコンセンサスを得ることができなくて、

こういう結果になりました。 

  が、それはそれとして、与えられた予算の中で、

与えられた時間の中で全力を投入していきたいと

いうふうに考えております。特にこの中でいえば、

インバウンドの拠点とＪＲについては、昨年度か

ら少し始められたものですから、もう少しことし

パワーアップしてやっていけるかなという感じは

しておりますが、何度も申し上げますけれども、

観光促進という動きは、団体をとってくるとかと

いう営業活動と違いまして、きょうやったらあし

た結果が出るというものではでありません。それ

をやってしまうと、長期的な戦略は立ちにくくな

ると思いますので、少しずつ蓄積されていって、

最終的に効果が出るものだということをぜひ、き

ょうお集まりの皆さんにはご理解をいただければ

幸いかというふうに考えております。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 質問、質疑じゃなくなっちゃうん

ですが、今、ご答弁、ご説明をいただいたように、

私も確かに、すぐに数字的にあらわれるものでは

ないとは感じておりますが、ただ審議監が着任す

る前までには、具体的にこういった活動が役所の

中のいろんな持ち分があってできなかったものが、

こういった、特にＪＲ東日本タイアップなんとい

うのが顕著にあらわれた事業、事例だと思ってい

ますので、あと限られた時間という表現ありまし

たが、いつまでここに籍を置いて仕事をしていた

だけるかわかりませんが、どんどん提案をいただ

ければと私も思っておりますので、これからもご

努力をいただきたいということを申し添えてお願

いをしておきたいと思います。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  はい、中村委員。 

○中村委員 96ページなんですが、海外都市産業交

流促進費、801事業の中で今年度330万予算計上さ

れています。一昨年、昨年と２回、視察派遣され

まして、研修されているかと思いますが、そんな
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中で、昨年はメンバー構成の中で、それぞれの諸

団体の中の所属チームの中から参加が漏れてしま

ったとか、それとまた同じ人間でありながら、観

光協会や商工会ですよという、重複している団体

の中で、それで２連続行っていたといわれる方も

いる中で、ことし330万計上した中で、持続可能

な事業でございますから、そういった中で、この

事業を推進していく中で、そういった派遣するメ

ンバー、そういったものをどうこれから構築して、

市民にしっかりと定着させて、こういったヨーロ

ッパとの交流が盛んになって、那須塩原市が国際

的な感覚を身につけた。また、いろんな事業展開

の中でというものを考えて、この330万の予算計

上したかを、そういったものを踏まえて、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 海外都市産業交流促進事業に

つきましては、平成26年度が３回目という予定で、

今回330万円公金を予定してございます。この330

万円につきましては、ニーズ的にまだ不確定要素

が、また候補者的にもまだ決まっているものは何

もございません。25年度は９名の方ですね。役所

のほうの事務局サイドが３名、それから団体側か

ら６名ということで、９名の訪問団ということで

実施をしてまいりました。考え方としては、国際

社会の知識を有する、産業界に通ずる方の育成、

人材育成が中心でございますが、産業面で特に言

いますと、６次産業化とか業界の活性化につなが

るような人材の育成ということで考えて、継続実

施ということになってございます。 

  この人選につきましては、まだまだ不確定なと

ころがありますが、実行委員会の中でまた協議を

重ね、また、例えばの話になりますけれども、広

く開いて公募というところも、検討に値するので

はないかというふうに考えてございます。 

  まだまだ調整不足のところがございまして、実

施要綱にまで至っていないという状況でございま

す。 

○若松委員長 宇都野室長から何かありますか。 

  答弁を求めます。 

○宇都野雇用促進室長 課長の答弁に少し加えさせ

ていただきますが、この後、その他のところでご

ざいますが、今回の９名の方のメンバーが行って

きたこういった報告書がつくられております。本

日皆さんにお渡ししたいと思います。それを読ん

でいただきまして、各メンバーが何を考えて、こ

れから何をしようとしているかというのがご確認

できるかなと思いますので、次年度につきまして

も、各団体等からの推薦をいただいて、この人間

だったらしっかり引っ張っていってくれるなとい

う人間を推薦いただくのも、非常に有効であると

いうふうに考えておりますので、またいろいろな

各種団体等のお話を聞きながら、人選のほうを図

ってまいりたいというふうに考えております。 

○若松委員長 はい、中村委員。 

○中村委員 るる説明聞いてわかる、理解はいたし

ますが、せっかくこれ行う事業であって、やはり

参加者がしっかりと海外に出ていって、取り組ん

でいって、那須塩原市のためになりたいというよ

うなメンバーを決めていく中で、やはり出席する

のに少なくなってみたり、それぞれのセクション

の中で、団体がなかなか出席できないということ

であれば、もう少し角度を変えたり、いろいろな

ものを検討した中で、しっかりと取り組んでいく

必要があるんじゃないかということでちょっと聞

いたので、やることはもう大賛成なんで、しっか

りと取り組んでいただけるようお願い申し上げま

す。 

  以上でございます。 
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○若松委員長 よろしいですか。 

○中村委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  齋藤委員、どうですか。何か。 

○齋藤委員 今、うちのほうの中村委員が聞いたと

ころを言おうと思っていたんですが、今説明を受

けて、よくわかりました。 

  やっぱり今後、第１回、第２回目と違った第３

回目で、また新たな視察内容というか、その辺も

充実してやっていただければというふうに思いま

す。 

  では、102ページの観光施設整備事業の中で、

先ほど竜化の滝の整備が出ておりましたけれども、

工期的には５月の連休には間に合うようにという

ことで理解してよろしいんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 竜化の滝の工事につきまして

は、繰越明許で人道橋の新設工事、これは連休前

に終わらすということで、今急ピッチで仕上げて

いただいているという状況でございます。丸々２

年かかっておりますので、この辺については現場

監督と指導に当たっている、管理に当たっている

という状況でございます。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 この竜化の滝は、ちょっと道路から面

してはいないんですが、皆さんももうごらんにな

ったことあると思うんですが、那須塩原にとって

は、非常にすばらしい景観の売りになる滝の一つ

でありまして、２年間見学ができなかったという

部分に関しましては、この連休に大分期待を皆さ

んしているようですので、ぜひお願いしたいと思

います。 

  その同じページなんですが、キャンプ場跡地の

返地に伴う植栽で、先ほどご説明にあったように、

イロハモミジ50本植えるということで、これは市

のほうでキャンプ場を廃止にした跡地を返地する

に当たっては、植栽をしろという条件の中で、多

分これ地元住民の方々から、ぜひ広葉樹を植えて

ほしいというような意見の中から、イロハモミジ

が出てきたんだと思いますが、これ返地はこれで

全部が、この50本植えただけで、返地が完了する

という認識でよろしいんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 今の段階ですと、これで返還

できるという、要件を満たすというところでござ

います。 

○齋藤委員 了解しました。 

  あともう一つ、木の俣園地のヤシオツツジ植栽

でありますけれども、先ほどご説明あったように、

これは1,000本の寄附の中で、まずここへ植えて、

穴掘り、またあるんでしょうけど、これに関して

どのぐらい本数的に植えられるものなのでしょう

か。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 実際にはまだ概算の段階で予

算要求をさせていただいておりますし、面積的に

は大きな園地ではございませんので、将来的にヤ

シオツツジがきれいに咲く。上からもよく見える

とかというところへ、ぎっちり植えるということ

自体が木の勢いを弱めてしまったり、また植栽す

る場所によっては、もう光の加減とか風の当たり

ぐあいで枯れてしまうという想定もございますの

で、実際に1,000本が全部入るというのは、ちょ

っと厳しい状況ではあるかと思いますが、ほかに

も多分適地があると思いますので、それについて

は1,000本を全部という想定ではありますけれど

も、広く公共施設を中心に、市民の目を楽しませ
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るような植栽をあわせて考えていくということに

なろうかと思います。 

○齋藤委員 了解しました。 

○若松委員長 いいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成26年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることで

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 次に、議案第15号 平成26年度那須

塩原市温泉事業特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○佐藤商工観光課長 （議案第15号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  佐藤課長。 

○佐藤商工観光課長 （議案第15号について追加説

明。） 

○若松委員長 ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号 平成26年度那須塩原市温泉事業特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうでその他何かございま
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すか。 

  課長。 

○佐藤商工観光課長 （フランス研修報告書、業界

新聞掲載記事、栃木春の観光キャンペーンガイド

ブックについて説明。） 

○若松委員長 今、説明が終わりましたけど、委員

のほうから何かありますか、この件について。 

○木下政策審議監 （業界新聞について補足説

明。） 

○佐藤商工観光課長 （入込み・宿泊客数について

補足説明。） 

○星委員 （ねんりんピックについて。） 

○齋藤委員 （フランス研修報告について。） 

○磯飛副委員長 （ねんりんピックについて。） 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  ないようなので、ここで質疑を打ち切ります。 

  以上をもちまして、商工観光課の審査を終了い

たします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

 

再開 午後 ３時０３分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第３号の上程、説明、質疑、

採決 

○若松委員長 ただいまから予算審査特別委員会

（第三分科会）を産業観光常任委員会に切りかえ、

陳情の審査に入ります。 

  陳情第３号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉

に関する陳情書についてを議題といたします。 

  事務局より概要の説明をお願いいたします。 

  小磯君、お願いします。 

（事務局説明） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの意見をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  人見委員、何かありますか。 

○人見委員 実質、今回の陳情については、農業団

体から出されているということを考えれば、那須

塩原市は特に基幹産業が畜産あるいは水田という

ことを考えてみれば、この問題については採択の

方向で進むべきだというふうに私は思います。 

○若松委員長 ほかに何かございますか。 

  今、人見委員から、採択の方向でという意見が

ございましたけど。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 １の陳情の趣旨の中に、国に請願

書を提出するように求めるという趣旨なので、本

市においての意見書を作成するということだと思

うんですけども、これをそっくりそのまま意見書

として提出するか、あるいは一部作文をしたほう

がいいんじゃないかとか、そういったものを協議

する必要があると思うんですけども、この辺皆さ

んの意見を確認したほうがいいかと思うんです

が。 

○若松委員長 今、磯飛委員からそのような意見が

出ましたけど。 

○人見委員 実際に磯飛委員が言ったように、やっ

ぱり那須塩原市、独自の意見という形で出す方向

で進んでいたらどうかと思うな。 

○若松委員長 今、人見委員からもそのような意見

が出ましたけど、あとほかの委員はどうでしょう
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か。 

  はい、中村委員。 

○中村委員 そのような形で結構です。 

○若松委員長 星委員、よろしいですか。 

○星委員 同じです。 

○若松委員長 では、独自で出したいという意見に

まとまりましたので、質疑を終結したいと思いま

す。異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、意見等を終

了いたします。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  陳情第３号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉

に関する陳情書については、原案のとおり採択す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり採択すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他委員から何かありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 事務局から何か意見ありますか。 

○小磯書記 （陳情に対する意見書案について説

明。） 

○若松委員長 事務局のほうの説明が終わりました。 

  この件について、皆さんどうでしょうか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今、事務局でたたき台をつくってくれ

た案でありますけれども、きのうちょっと近隣の

事例を聞いてみましたら、日光市でその辺の自民

党の部分で、何か懸念を示しているということで、

私の思ったところは、衆参農林水産委員会という

部分は、当然各党の委員さんが入っているわけで

ありまして、そこにまた突出して記載をする必要

がないのかなと。自民党だからどうのこうのでは

なくて、委員会に所属されている部分を尊重して、

那須塩原では提出したほうがいいんではないかな

というふうに思いますので、この案でいければい

いと思います。 

○若松委員長 齋藤委員からの意見がありました。

皆さん、どうでしょうか、この意見に対して。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○若松委員長 よろしいですか。 

  星委員、どうですか。 

○星委員 はい。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 はい。 

○若松委員長 では、これでというふうに承諾を得

まして、この本会議に提出をするということでよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○若松委員長 では、これをもちまして、ほかにも

う意見ないですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○若松委員長 では、陳情の審査を終了いたします。 

  以上で本日の審査事項は終了となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎その他 

○若松委員長 これよりその他に入ります。 

  委員の皆様、何かありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 事務局は何かございますか。 

（事務局事務連絡。） 

○若松委員長 それでは、その他を終了いたします。 

  なお、本委員会の審査報告書は、本職が作成し、

議長に提出いたしたいと思いますので、ご一任く

ださいますようお願いいたします。 

  また、採択すべきものと決し、本日ご確認をい

ただきました陳情の意見書の作成についても、同

様にご一任くださいますようお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○若松委員長 これをもちまして委員会を閉会とい

たします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時１６分 

 




